
体外受精及び顕微授精を受けられたご夫婦(事実婚含む、以下同じ)に対し、治療費の助成を行っています。 

 

対象者

・申請日において夫婦又は夫婦のいずれかが住所を有し、居住していること。 

・市税等に滞納がないこと。 

・日本国内に所在する産婦人科又は泌尿器科を標傍する医療機関において、医師から 

不妊症と診断され、診断にもとづく不妊治療のうち体外受精又は顕微授精を受けていること。 

・夫婦間の妊娠を目的とし、パートナー以外から、精子又は卵子の提供を受けていないこと。 

・助成を受けようとする不妊治療の開始日において、妻の年齢が 43 歳未満であること。 

（男性不妊治療費助成は除く）

 

助成対象

・健康保険適用の有無に関係なく、不妊治療のうち体外受精又は顕微授精の検査や治療の

ために支払った費用の全額 

・富山県の助成金や高額療養費、健康保険組合付加給付金の支給を受けた場合は、その金

額を差し引いた額となるため、該当する場合は、その受給後、市に申請手続きとなります。 

＜助成対象外のもの＞ 

・卵胞が発育しない場合又は排卵終了のため治療を中止した場合の費用 

・採卵準備中、体調不良等により治療を中止した場合の費用 

・入院時の食事代や文書料、個室料等の費用

 

助成内容

＜不妊治療＞ 

助成金額は対象費用の全額とし、同一年度につき３０万円まで 

（申請が複数回の場合は合計し、３０万円を上限として助成します） 

＜男性不妊治療＞ 

体外受精又は顕微授精による不妊治療の一環として、精子を精巣又は精巣上体から採取する 

ための手術を行った場合は、１回の治療につき１０万円まで助成します。

 

必要書類

≪必要となる書類≫ 

１．滑川市不妊治療費助成金交付申請書（様式第１号の１） 

２.滑川市不妊治療費助成事業受診証明書（様式第２号の１） 

３．不妊治療に要した費の領収書・明細がわかるもの（原本） 

４．夫婦の健康保険資格が確認できる書類 

（資格情報のお知らせの写し、健康保険情報画面を印刷したものなど） 

５．振込先の通帳またはキャッシュカードの写し 

６.限度額認定証又は健康保険給付金（高額医療費や付加給付金等）が確認できる書類 
※ご不明の場合は、市民健康センターまでお問合せください 

＜該当する場合のみ必要な書類＞ 

７．富山県特定不妊治療費助成事業受診証明書の写しまたは富山県男性不妊治療費助成事

業受診証明書の写し【注：県（中部厚生センター）へ申請される前に、コピーをおとりください】 

８.事実婚関係にある夫婦の場合、事実婚関係に関する申立書（様式第３号）

 申請期限 １回の治療が終了した日から６か月以内

 助成金 

支払方法

申請内容について審査を行い、審査結果を書面により通知します。 

助成金の交付を決定した場合は、指定口座への振り込みにより助成金を支払います。

 本件に関するお問合せは 

滑川市民健康センター　電話 076-475-8011（平日 8:30～17:15）

※４・５・６について、紙媒体がな
い場合は、来所の際にインタ
ーネットにてデータを提出す
ることができます。 
例：マイナ保険証・口座情報


